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質

問

と

市

長

ら

の

答

弁

の
要
旨
を
紹
介
し
ま
す
（
●

が
質
問
、
○
が
答
弁
。
（
）

内
は
井
上
議
員
の
感
想
）
。

※

※

●

介

護

保

険

料

の

引

き

下

げ

を

。

そ

の

為

に

一

般

会

計
か
ら
の
繰
入
を
。

○

繰

入

は

禁

止

さ

れ

て

は

い

な

い

が

国

か

ら

の

強

い

指

導

が

あ

る

。

負

担

割

合

が

法

律

で

決

め

ら

れ

て

お

り

、

繰

入

＝

値

下

げ

の

考

え

は

な

い

（

初

め

て

「

禁

止

さ

れ

て

い

な

い

」

と

認

め

た

答

弁

。

指

導

が

あ

る

と

言

う

の

は

、

国

追

随

と

自

分

で

言

っ

て

い

る

よ

う

な

も

の

。

値

下

げ

し

な

い

と
の
結
論
先
に
あ
り
き
）
。

●

政

府

の

生

活

保

護

基

準

引

下

げ

は

、

国

民

生

活

全

体

の

底

下

げ

に

繋

が

る

。

反
対
の
声
を
挙
げ
よ
。

○

基

準

の

見

直

し

は

適

切

な
も
の
と
考
え
て
い
る
（
全

く
冷
た
い
答
弁
）
。

●

消

費

者

の

多

数

を

占

め

る

労

働

者

の

購

買

力

ア

ッ

プ
で
需
要
拡
大
を
。

○

「

稼

ぐ

力

」

の

強

化

に

取

り

組

ん

で

い

る

。

景

気

は

緩

や

か

に

拡

大

（

稼

ぐ

な

ど

と

の

表

現

は

品

位

が

問

わ

れ

る

。

政

府

や

市

長

の

景

気

論

は

、

大

手

や

富

裕

層

と

庶

民

と

の

区

別

を

曖
昧
に
し
た
議
論
）
。

●

消

費

税

増

税

中

止

を

政

府

に

求

め

よ

。

消

費

者

に

転

嫁

す

る

法

的

根

拠

は

な

い

。

市

バ

ス

地

下

鉄

運

賃

や

水

道

料

な

ど

へ

の

転

嫁

は
や
め
よ
。

○

税

率

ア

ッ

プ

は

社

会

保

障

財

源

確

保

の

為

。

国

が

消
費
者
へ
の
転
嫁
を
指
示
。

運

賃

等

へ

適

正

に

転

嫁

す

る

（

お

金

に

色

は

つ

い

て

い

な

い

か

ら

混

ざ

っ

て

い

る

。

実

際

、

消

費

税

導

入

後

、

社

会

保

障

は

後

退

の

連

続

。

転

嫁

を

指

示

し

て

い

る

国

と

は

誰

の

こ

と

な

の

か

。

自

治

体

は

国

会

が

決

め

た

法

律

に

は

従

う

と

し

て

も

、

内

閣

の

指

導

に

は
従
う
義
務
は
な
い
）
。

●

市

長

は

「

国

の

財

政

も

大

変

」

と

言

わ

れ

る

が

、

大

企

業

や

富

裕

層

へ

の

優

遇

減

税

を

や

め

、

軍

事

費

削

減

・

政

党

助

成

金

廃

止

等

々

、

税

金

の

集

め

方

使

い

方

を

変

え

れ

ば

大

変

で

は

な

い

。

市

も

、

市

民

税

な

ど

持

て

る

者

の

税

率

ア

ッ
プ
等
で
税
収
増
は
可
能
。

○

国

は

、

公

平

公

正

か

つ

均

衡

の

と

れ

た

税

体

系

と

な

っ

て

い

る

。

市

民

税

は

相

互

に

分

か

ち

合

う

も

の

（

優

遇

を

受

け

て

い

る

者

の
立
場
か
ら
の
税
金
論
）
。

●
南
区
に
も
文
化
会
館
を
、

庶

民

文

化

の

底

上

げ

を

。

○
各
地
域
に
会
館
を
設
置
、

無

料

公

演

等

も

実

施

（

南

区

に

無

い

か

ら

求

め

て

い

る

。

庶

民

文

化

団

体

へ

の

支
援
策
は
答
弁
無
し
）
。
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井上議員の質問の解説
介護保険の費用負担区分

利 用 料

市町村 12.5 ％
都道府県 12.5 ％ 保 険 料

国 ２５％ ５０％

介護保険の支出見込みの総額を、利用料

と保険料・公費で賄う。利用料を除いた額

の各負担割合は上図の数字の通り。見込額

または結果としての支出額が増えると、自

動的に保険料も増える仕組み自体が問題。

これに自治体が繰入を加えることが禁じら

れているわけではない。

消費税は社会保障に？？

井上議員が厚生労働省へ行った時の会話

役人「消費増税で介護保険料を安くできる」

井上「収入総額としては増えるが、消費税

は目的税（使途限定の税金）ではない。総

収入のドンブリの中に入って混ざるから、

特定の目的にといっても分からなくなる」

役人「それはその通り」

井上「逆に言えば、他に財源を求めるとか、

ムダを削って保険料軽減に充てれば、消費

税増税以外の軽減財源は生まれる」

役人「それもその通り」

憲
法
の
具
体
化
を
め
ざ
す
市
政
を

９
月

日
、
井
上
け
ん
じ
議
員
が
、
市
議
会
本
会
議
に
て
代
表
質
問
。
市

27

政
と
市
長
の
政
治
姿
勢
を
め
ぐ
る
問
題
点
を
指
摘
し
、
健
康
で
文
化
的
な
生

活
や
中
小
零
細
企
業
の
底
上
げ
、
消
費
税
増
税
ス
ト
ッ
プ
、
地
方
自
治
、
自

主
的
な
自
治
体
財
政
の
あ
り
方
、
庶
民
の
文
化
の
す
そ
野
の
拡
大
等
、
憲
法

の
考
え
方
に
基
づ
く
京
都
市
政
を
と
求
め
、
提
案
し
ま
し
た
。

法
律
や
調
査
研
究
の
裏
付
け
を
も
っ
て
の
質
問
に
対
し
、
市
長
ら
は
、
国

言
い
な
り
、
自
治
体
と
し
て
の
自
主
性
を
欠
い
た
答
弁
が
多
く
、
立
場
は
異

な
っ
て
も
、
質
問
（
事
前
通
告
）
を
真
剣
に
検
討
し
、
噛
み
合
っ
た
議
論
を

交
わ
そ
う
と
の
姿
勢
自
体
が
感
じ
ら
れ
な
い
答
弁
内
容
で
し
た
。

民医労洛南支部大会を激励 ( 9/30)
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